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令和６年度 SBA 第３回リーグ戦の開催について（案内） 

 

このことについて、下記要領にて開催いたします。 

つきましては、貴所属チームの大会参加について格別のご配慮をお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．主  催  （一社）佐賀県バスケットボール協会 

２．主  管  U18カテゴリー部会・U18リーグ推進グループ 

３．期  日  令和６年８月３日（土）～ 令和７年３月９日（日）期間中の土日祝日 

４．会  場  県内高等学校体育館・県内市町村公共体育館（予定） 

５．競技方法  一部～三部による階層制の総当たり（一回戦制）リーグ戦 

６．参加資格  ①令和６年度日本バスケットボール協会登録チーム及び指導者・選手であること。 

②平成１９年４月２日以降に生まれた高校１・２年生（４月２日を起算として１８

歳未満であること）。但し、同一学年での出場は１回限りとする。 

③転校後６か月未満の者の参加は、原則として認めない。但し、一家転住等やむを

得ない場合は、（一社）佐賀県バスケットボール協会長の承認を得ること。 

④指導者は暴力根絶宣言を行い、行動規範を遵守できる者であること。 

⑤運営に協力できる学校・選手・指導者（会場の提供・各種業務の遂行など）であ

ること。 

⑥一つのチームには、必ず当該学校の教職員（非常勤講師のみは不可）がいること。

なおスタッフにJBAコーチライセンスD級以上を取得者（二・三部は選手でE級

取得でも可）がいること。試合中はライセンスカードを首にかけ、携帯すること。 

⑦一つのチームには、JBAレフリーライセンスを取得している帯同審判員（※一部

は学校職員もしくは外部指導者。二・三部は選手でも可）がいること。 

⑧部員数が多い学校については、複数チームを出場させることができる。ただし、

上記①～⑦全てをクリアしなければならない。 

⑨部員数が５人未満であることやケガなどで５人揃わない可能性がある場合、合同

チームでの参加を認める。なお、合同チームで参加の場合は、最大３校までの編成

（エントリーは３校合わせて１５名以内）とし、三部での活動とする。合同チーム

の場合も、上記①～⑦全てをクリアしなければならない。 

７．チーム編成 コーチ1名・Aコーチ1名・学校関係者１名・ﾏﾈｰｼﾞｬｰ１名・選手１５名 

、計１９名以内 

８．参 加 料  1チームにつき ６，０００円 (※ この参加料に会場〈高校〉使用料は含まれていません) 

９．申込期日  令和６年５月１７日（金）必着 

10．申 込 先   〒841-0038   鳥栖市古野町600番地1 鳥栖高校内 

福 島 啓 視  宛 

（参加料振込先） 佐賀銀行 鍋島支店  普通 ３０５８７３３ 

廣 木 克 己 （ヒロキ カツミ） 

11．その他   ①参加料振込のない申込みは受け付けません。 

②選手変更については、各試合前に提出されるメンバー表により認める。 

③振込みをされる場合に学校名と男女の別を振込人に記入してください。 

④計画していた試合が不測の事態などにより実施できなかった場合、U18カテゴリ

ー部会で協議の上、日程変更が可能であれば代替えの試合を実施することもある。 


